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Ⅲ 東北大学動物・遺伝子実験支援センター規程 

 

令和３年３月３０日 

                          規  第 １４ 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、東北大学動物・遺伝子実験支援センター（以下「センター」とい

う。）の組織及び運営について定めるものとする。 

 

（目的） 

第２条 センターは、東北大学（以下「本学」という。）の動物実験及び遺伝子組換え

実験（以下「動物・遺伝子実験」という。）に関し、環境・安全委員会の専門委員会

が行う実験計画の審査、法令遵守及び安全管理に関する事項並びに実験実施者・実験

従事者等に対する教育訓練等の実施について支援することにより、本学における動

物・遺伝子実験の適法性を確保し、及び動物・遺伝子実験に係る安全管理を推進する

ことを目的とする。 

 

（職及び職員） 

第３条 センターに次の職及び職員を置く。 

センター長 

副センター長 

准教授 

その他の職員 

 

（センター長） 

第４条 センター長は、センターの業務を掌理する。 

２ センター長は、本学の専任の教授をもって充てる。 

３ センター長の選考は、第６条に規定する運営委員会の議を経て、総長が行う。 

４ センター長の任期は、２年とし、再任を妨げない。 

５ 前項の規定にかかわらず、任期の始期が４月１日でないセンター長に係る任期は、

当該始期から１年を経過した日の属する年度の末日までの期間とする。 

 

（副センター長） 

第５条 副センター長は、センター長の職務を補佐する。 

２ 副センター長は、センターの兼務の教授をもって充てる。ただし、センター長が必

要があると認めるときは、センターの専任の准教授をもって充てることができる。 

３ 副センター長の任期は、センター長の任期の範囲内とし、再任を妨げない。 
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（運営委員会） 

第６条 センターにその運営に関する重要事項を審議するため、運営委員会を置く。 

２ 東北大学の学内共同教育研究施設等の運営に関する規程（平成１６年規第９号）第

３条の規定は、運営委員会の審議事項等について準用する。 

 

（運営委員会の組織） 

第７条 運営委員会は、委員長及び次に掲げる委員をもって組織する。 

一 総長が指名する理事又は副学長 

二 副センター長 

三 文学研究科、経済学研究科、理学研究科、医学系研究科、歯学研究科、薬学研究

科、工学研究科、農学研究科、生命科学研究科、医工学研究科、加齢医学研究所、

多元物質科学研究所、病院及び東北メディカル・メガバンク機構の教授又は准教授 

各１人 

四 センターの専任の准教授 

五 環境・安全委員会動物実験専門委員会及び遺伝子組換え実験安全専門委員会の委

員 各１人 

六 その他運営委員会が必要と認めた者 若干人 

 

（運営委員会の委員長） 

第８条 運営委員会の委員長は、センター長をもって充てる。 

２ 委員長は、運営委員会の会務を総理する。 

３ 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代行

する。 

 

（運営委員会の議事） 

第９条 運営委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決

をすることができない。 

２ 運営委員会の議事は、出席した委員の３分の２以上の同意をもって決する。 

 

（委嘱） 

第１０条 第７条第３号、第５号及び第６号に掲げる委員は、センター長が委嘱する。 

 

（任期） 

第１１条 第７条第３号、第５号及び第６号に掲げる委員の任期は、２年とする。ただ

し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 前項の委員は、再任されることができる。 
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（運営委員会の庶務） 

第１２条 運営委員会の庶務は、研究推進部において処理する。 

 

（事務） 

第１３条 センターの事務については、国立大学法人東北大学事務組織規程（平成１６

年規第１５１号）の定めるところによる。 

 

（雑則） 

第１４条 この規程に定めるもののほか、センターの組織及び運営に関し必要な事項は、

センター長が定める。 

 

附 則 

１ この規程は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 次に掲げる規程は、廃止する。 

一 東北大学動物実験センター規程（平成２１年３月２７日規第１９号） 

二 東北大学遺伝子実験センター規程（平成２１年３月２７日規第２０号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




